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人間文化研究機構規程第３号 

平成２１年２月９日改正 
平成２１年９月９日改正 
平成２８年４月１日改正 
令和２年６月２２日改正 

（目的） 
第１条 この規程は、人間文化研究機構組織規程第１５条の２に基づき、人間文化研究機

構（以下「機構」という。）に置かれる機構会議の組織及び運営について定めることを目

的とする。 
（組織） 

第２条 機構会議は、次に掲げる構成員で組織する。 
 (1) 機構長  
  (2) 機構長が指名する理事 
(3) 機構の大学共同利用機関（以下「機関」という。）の長 ６名 

 （任務） 
第３条 機構会議は、機構の業務運営に関する重要事項について協議調整を行う。 
  （議長） 
第４条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。 
２ 議長は、機構会議を招集し主宰する。 
 （開催） 
第５条 機構会議は、原則として毎月１回開催するものとする。ただし、議長が特に必要

と認めるときは、臨時に機構会議を開催することができる。 
（意見の聴取） 

第６条 議長は、必要に応じて構成員以外の者に出席を求め、意見を聴取することができ

る。 
 （幹事） 
第７条 機構会議に幹事を置き、事務局長を充てる。 
（庶務） 

第８条 機構会議の庶務は、本部事務局総務課において処理する。 
（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は機構長が定める。 
 

附 則 
 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規程は、平成２１年１０月１日から施行する。 

 



附 則 
 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規程は、令和２年６月２２日から施行し、令和２年６月１日から適用する。 
 
 


